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▶東淀川区役所でフードドライブを毎月第２火曜日に開催しています。
［日時］3月11日（火）13：30～15：30 ［場所］区役所 １階 エレベーター前
c東北環境事業センター a06-6323-3511

広告

c大阪市総合コールセンター
a06-4301-7285　b06-6373-3302（年中無休 8：00～21：00）

3月23日（日）13：00～17：00
淀川区役所（淀川区十三東2-3-3）／生野区役所（生野区勝山南3-1-19）
各16組(先着順)
3月14日（金）12：00～22日（土）17：00　a050-1807-2537（予約専用）
（AI電話による自動案内。24時間受付。）※定員に達した時点で受付終了。

日曜法律相談 無 料1組30分以内 要予約

日 時
場 所

申 込
定 員

3月17日（月）18：30～21：00　
中央区民センター（中央区久太郎町1-2-27）　　　　32組（先着順）
2月10日（月）12：00～3月16日（日）17：00

※行政オンラインシステムで予約
※オンライン予約で定員に満たない場合は、相談日の18：00時点で来場している
相談希望者で抽選を行います。（18：00受付終了）

ナイター法律相談 無 料1組30分以内 要予約

日 時
場 所
申 込

定 員

3月1日~4月30日3月1日~4月30日
その問題、専門家が
一緒に考えます！ 体調不良とお見受けされる場合は相談をお断りすることがあります。

無 料 秘密厳守
事前予約制事前 当日予約制当日 事前予約優先優先

1組あたりの時間（分）00区役所で実施区

犯罪被害者等支援のための総合相談窓口 市民局人権企画課（市役所4階）
a06-6208-7489
b06-6202-7073月～金 9：00～17：30 ※土・日・祝・年末年始を除く

防衛省自衛隊就職･進学出張相談 自衛隊十三募集案内所
a06-6301-0488 3月10日（月）10：00～15：00 ／ 4月はありません 

区

精神科医による精神保健福祉相談
こころの健康についての専門医による相談
3月  6日（木）13：30～
　  11日（火）13：30～
　  19日（水）10：00～
　  27日（木）13：30～

4月  3日（木）13：30～
　    9日（水）13：30～
　  16日（水）10：00～
　  24日（木）13：30～

健康相談 2階24番
a06-4809-9968

区 事前

コネクションズおおさかによる出張相談

ひとり親家庭サポーターによる相談 区 事前

就業など、ひとり親家庭の自立に向けた相談、
離婚を考えている方、養育費に関する相談

毎週火･水･木曜 9：15～17：30 ※祝・年末年始を除く
※他の曜日に相談できる場合あり。応相談。

子育て・教育 2階25番
a06-4809-9850

3月はありません ／ 4月15日（火）14:00~17:00
コネクションズおおさか
a06-6344-2660
b06-6344-2677

15～39歳までの自立に悩む若者またはその保護者からの相談

※予約は相談日前日の18：00まで電話またはFAX
（相談希望日・氏名・連絡先を記入）にて受付

区 事前

問合せ予約 a相談内容・相談日

人権擁護委員による人権相談 大阪法務局人権擁護部第一課
a06-6942-1489
b06-6943-74063月4日（火）  4月1日（火）　13：00～15：30

場所 ： 社会福祉法人水仙福祉会  水仙の家1階（小松1-12-10）

J:COM出張スマホ講座
○L：LINE編  ○A：日常生活でのアプリ活用編

3月○L  6日（木） ○A 13日（木）  ／ 4月○文 15日（火） ○カ 16日（水） 
【午前の部】10：00～12：00 【午後の部】14：00～16：00
3月：区役所 3階 304会議室　4月：区役所 3階 301・302会議室
各20名（LINE編は各15名）　　　　各講座1営業日前まで電話にて受付
（株）ジェイコムウエスト 大阪セントラル局

a06-7175-1413（10：00～17：00 ※火・水曜日は定休日）

日 時

場 所

定 員 申 込

無 料 要予約

○文：文字入力編（文字入力が苦手な方向けのトレーニング講座）  ○カ：カメラ編（写真・動画の上手な撮り方、送り方）

行政書士による相談

3月12日（水） 4月9日（水） 13：00～16：00

大阪府行政書士会（淀川支部）
a06-7739-8000
（月～金10：00～16：00）

官公署に提出する許認可や登録申請、遺言や相続などの相談

人権相談
月～金 9：00～21：00　日・祝 9：00～17：30
※受付は終了時刻の30分前まで
※電話・FAX・メールでも相談可 ※区役所での出張相談も可

3月6日(木)・13日(木)・21日(金)・27日(木)
4月3日(木)・10日(木)・17日(木)・24日(木) 13：00～17：00

3月18日・25日(火) 
4月1日・8日・15日・22日(火) 13：00～16：00

予約専用電話（自動音声案内）
a050-1808-6070
身体的な理由で電話申し込みができ
ない方は、事前に広聴相談 3階32番
（a06-4809-9683）まで。

行政相談委員による行政相談

3月3日（月)  4月7日（月)
14：00～16：00（受付は15：30まで）

広聴相談 3階32番
a06-4809-9683

国の仕事やその手続き、サービスに対する意見・要望などの相談

就労相談

3月12日・26日(水）  4月9日・23日(水）
9：15～12：15（9：15～11：45は予約不要）

大阪市地域就労支援センター
a0120-939-783
（月～金10：00～17：00）

就労に関する情報提供・アドバイス・相談

社会保険労務士による相談

3月26日（水） 4月23日（水） 13：00～16：00

大阪府社会保険労務士会
a06-4800-8188
（月～金9：00～17：30）

年金や労働問題、職場トラブルなどに関する相談

司法書士による相談

税理士による税務相談

弁護士による法律相談

広聴相談 3階32番
a06-4809-9683

※予約は相談日1週間前の正午から相談日前日の17：00まで受付

※予約は当日朝9：00より電話にて受付

3月19日（水） 4月16日（水） 13：00～16：00

簡易裁判所における訴訟代理業務、債務整理・不動産の名義変更などの相談

人権啓発・相談センター
a06-6532-7830
b06-6531-0666
e7830@osaka-jinken.net

区 30 事前

区 30 当日

区 30 優先

区 40 優先

区 30 事前

事前

区

問合せ予約 a相談内容・相談日

大阪司法書士会北支部
a0120-676-888
（月～金9：00～12：00/13：00～18：00）

区 30 予約不要

宅地建物取引士による
不動産相談

大阪府宅地建物取引業協会
新大阪支部　a06-6303-0676
（月～金9：00～16：00）

賃貸・売買契約など
不動産に関する相談

4月11日（金）
13：00～16：00

全日本不動産協会大阪府本部
北支部 a06-6373-1511
（月～金10：00～16：00）

3月5日（水）
13：00～16：00区 30 優先

区役所の人権相談窓口 地域 1階9番
a06-4809-9734
b06-6327-1970月～金　9：00～17：30　※土・日・祝・年末年始を除く

区

a06-6327-4541大阪広域環境施設組合 東淀工場

ごみ焼却工場オープンデー
日々、東淀川区で回収されたごみがどのように処理されているのか、実際に見ていただ
くことができるイベントです。
また、ショベルローダー乗車体験や缶バッジ作りなどができます！ぜひこの機会に、ごみ焼却工場を見学してみませんか！

３月１５日（土）10：00～16：00（最終受付15：00）  ※フリーマーケットの開催はありません。日 時

申込不要入場無料

東淀川税務署 確定申告会場は「梅田スカイビルタワーウエスト10階（北区大淀中1-1-30）」です
確定申告

特集はこちら

書かない確定申告・マイナンバーカードでe-Tax
スマートフォンやパソコンを使って自宅などから
e-Taxを利用することで、申告会場に行く時間も会
場での待ち時間もなし！
確定申告書等作成コーナーなら金額などを入力す
るだけで自動計算で申告書が完成！
マイナポータル連携で控除証明書などのデータが
自動入力！
●医療費の領収書などの収集や集計が不要
●確定申告書の該当項目へ自動入力
●作成した確定申告書をe-Taxで送信
●書類の管理・保管が不要
※ご利用には事前準備が必要です。

確定申告書等
作成コーナー

マイナポータル連携
の詳細はこちら

令和６年分確定申告に係る振替納税をご利用の方へ
口座振替日は、以下のとおりとなりますので、前日まで
に預貯金残高のご確認をお願いします。
●申告所得税及び復興特別所得税：４月23日（水）
●消費税及び地方消費税：４月30日（水）

書面で申告書等を提出する皆さんへのお知らせ
税務署では、税務行政のデジタル化における手続
きの見直しの一環として、令和７年１月から申告書等
の控えに収受日付印の押なつを行っておりません。
申告書等を書面で提出する際には、申告書等の正
本（提出用）のみを提出（送付）してください。　
書面で申告書等を提出された場合の、提出事実や提
出年月日などの申告書等の情報の確認については
「申告書等情報取得サービス」などの方法があります。

※原則、土日祝日は開設しておりません。※早めに受付を終了する場合があります。
２月17日（月）～３月17日（月）　　　　８：30～16：00受付時間開設期間

a06-6303-1141（代）

e-Taxを利用すると、申告書等データの
送信後にメッセージボックスから送信日時
や申告内容を確認することができ、大変
便利です。 申告書等の情報の取得方法はこちら


